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新 旧 

茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱 
 
第１条 省略 

 

（定義） 

第２条 第 1 項～第４項 省略 

５ この要綱において、「医学生」とは、平成３１年度以降に医学部に進

学する者であって、他の就労義務を伴う奨学金等（茨城県修学資金等を

除く。）の貸与を受けておらず、利子補給の対象となる借入金（以下、「対

象借入金」という。）がその医学部進学に要する費用に充当される者を

いう。 
６ この要綱において、「対象医学生」とは、利子補給の対象となる借入

金が医学部進学に要する費用に充当される医学生をいう。 
７ この要綱において、「教育資金」とは、金融機関が当該事業の趣旨に

沿って用意した商品で、茨城県が指定したものをいう。 
８ この要綱において、「保証料率」とは、保証を受ける者が保証者に支

払う保証料、保険料又は手数料の率をいう。 
９ この要綱において、「医療機関」とは、医療法（昭和２３年法律第２

０５号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診

療所をいう。 
10 この要綱において、「高等学校卒業程度認定試験」とは、学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）の規定に基づき、文部科学大臣の定めると

ころにより、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常

の課程による十二年の学校教育を修了した者と同等以上の学力がある

かどうかを認定するために行われる試験をいう。 

茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱 
 

第１条 省略 

 
（定義） 

第２条 第 1 項～第４項 省略 
５ この要綱において，「医学生」とは，医学部に進学する者であって，

他の就労義務を伴う奨学金等（茨城県修学資金等を除く。）の貸与を受

けていない者をいう。 
 
 
追加 
 
６ この要綱において，「教育資金」とは，金融機関が当該事業の趣旨に

沿って用意した商品で，茨城県が指定したものをいう。 
７ この要綱において，「保証料率」とは，保証を受ける者が保証者に支

払う保証料，保険料又は手数料の率をいう。 
８ この要綱において，「医療機関」とは，医療法（昭和２３年法律第２

０５号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診

療所をいう。 
９ この要綱において，「高等学校卒業程度認定試験」とは，学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）の規定に基づき，文部科学大臣の定めると

ころにより，高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常

の課程による十二年の学校教育を修了した者と同等以上の学力がある

かどうかを認定するために行われる試験をいう。 



 

第３条 この要綱における利子補給の対象となる者（以下「利子補給対象

者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する者であって、別表１

に掲げる対象要件を満たし、金融機関から医学部進学のための教育資金

の融資を受けている者とする。ただし、利子補給の予約申請時において

は、この限りでない。 
(1) 医学生 
(2) 保護者等 

 

 

（対象借入金） 
第４条 対象借入金は、医学部進学に要する費用に充てるため、金融機関

から融資を受けた教育資金であって、３，０００万円を限度とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、茨城県医師修学資金、茨城県地域医療医師

修学資金及び茨城県海外対象医師修学研修資金の貸与を受けている場

合は、対象借入金は２，０００万円を限度とする。 

 

 

第５条～第８条 省略 

 

（交付予約者の決定及び通知） 

第９条 知事は、前条の規定により予約申請書の提出があったときは、そ

の内容を審査し、適当であると認めたときは、利子補給の交付予約者（以

下「交付予約者」という。）を決定する。ただし、利子補給金交付予約

適格となる予約申請が予算額に達すると判断した場合は、予約申請の受

付を停止する。 
２ 知事は、前項の規定により交付予約者を決定したときは、交付予約者

に対しては、「茨城県医師教育資金利子補給金交付予約決定通知書」（様

 

第３条 この要綱における利子補給の対象となる者（以下「利子補給対象

者」という。）は，次の各号のいずれかに該当する者であって，別表１

に掲げる対象要件を満たし，借入対象金融機関から医学部進学のための

教育資金の融資を受けている者とする。ただし，利子補給の予約申請時

においては，この限りでない。 
(1) 医学生 
(2) 医学生の配偶者，３親等以内の血族又は３親等以内の姻族である者

若しくは医学生と同一の世帯に属する者（以下「保護者等」という。） 
 

（対象借入金） 
第４条 利子補給の対象となる借入金（以下「対象借入金」という。）は，

医学部進学に要する費用に充てるため，金融機関から融資を受けた教育

資金であって，３，０００万円を限度とする。 
２ ただし，茨城県医師修学資金，茨城県地域医療医師修学資金及び茨城

県海外対象医師修学研修資金の貸与を受けている場合は，２，０００万

円を限度とする。 

 

第５条～第８条 省略 

 

（交付予約者の決定及び通知） 

第９条 知事は，前条の規定により予約申請書の提出があったときは，そ

の内容を審査し，適当であると認めたときは，利子補給の交付予約者（以

下「交付予約者」という。）を決定する。ただし，利子補給金交付予約

適格となる予約申請が予算額に達すると判断した場合は，予約申請の受

付を停止する。 
２ 知事は，前項の規定により交付予約者を決定したときは，当該交付予

約者に対しては，「茨城県医師教育資金利子補給金交付予約決定通知書」



式第２号。以下「予約決定通知書」という。）により、交付予約者とな

らなかった者に対しては、「茨城県医師教育資金利子補給金交付予約不

決定通知書」（様式第３号。以下「予約不決定通知書」という。）により、

それぞれ通知するものとする。 
３ 交付予約者が、第１１条に規定する利子補給金の交付申請書を期限内

に提出しなかったときは、利子補給金の交付を受ける権利は自動的に失効

するものとする。この場合において、当該年度内に交付申請をすることは

できないものとする。ただし、交付予約者から、「茨城県医師教育資金利

子補給金交付申請書提出期限延長依頼申請書」（様式第４号。）の提出があ

り、やむを得ない事由により期限内に提出することが困難であると知事が

認める場合については、この限りでない。 

 

第１０条～第１１条 省略 

 
（交付決定） 

第１２条 知事は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、

その内容を審査し、当該利子補給金を交付することが適当であると認めた

ときは、「茨城県医師教育資金利子補給金交付決定通知書」（様式第７号。

以下「交付決定通知書」という。）により、交付申請者に通知するものと

する。 

 

（交付の条件） 

第１４条 規則及びこの要綱による利子補給金の交付についての条件は、

次の各号に掲げるとおりとする。 
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。 
(2) 対象医学生は、茨城県地域医療支援センターが実施する個別面談等

に参加すること。 
(3) 対象医学生は、医学部卒業後５年以内に県内の医療機関に２年間以

（様式第２号。以下「予約決定通知書」という。）を，交付予約者とな

らなかった者に対しては，「茨城県医師教育資金利子補給金交付予約不

決定通知書」（様式第３号。以下「予約不決定通知書」という。）を，そ

れぞれ通知するものとする。 
３ 交付予約者が，第１１条に規定する利子補給金の交付申請書を期限内

に提出しなかったときは，利子補給金の交付を受ける権利は自動的に失効

するものとする。この場合において，当該年度内に交付申請をすることは

できないものとする。ただし，交付予約者から，「茨城県医師教育資金利

子補給金交付申請書提出期限延長依頼申請書」（様式第４号。）の提出があ

り，やむを得ない事由により期限内に提出することが困難であると知事が

認める者については，この限りでない。 

 

第１０条～第１１条 省略 

 

（交付決定） 

第１２条 知事は，前条の規定により交付申請書の提出があったときは，

その内容を審査し，当該利子補給金を交付することが適当であると認めた

ときは，「茨城県医師教育資金利子補給金交付決定通知書」（様式第７号。

以下「交付決定通知書」という。）により，当該交付申請者に通知するも

のとする。 

 

（交付の条件） 

第１４条 規則及びこの要綱による利子補給金の交付についての条件は，

次の各号に掲げるとおりとする。 
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。 
(2) 利子補給の対象となる医学生は，茨城県地域医療支援センターが実

施する個別面談等に参加すること。 
(3) 利子補給の対象となる医学生は，医学部卒業後１０年以内に県内の



上勤務すること。 
２ 知事は、第１２条の規定による交付決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）が対象借入金の償還を延納した場合は、償還を行うまで

の間、利子補給金の交付を停止するものとし、償還を行った日の直後の

利子補給金交付日に一括して交付するものとする。ただし、償還すべき

日の属する年度を経過した償還金に係る利子補給金は、交付の対象とし

ないものとする。 
３ 交付決定者は、対象医学生の県内の医療機関における勤務期間が同条

第１項第３号に掲げる期間に達するまでは、毎年４月３０日までに、「連

絡先等確認書」（様式第８号。）により、連絡先及び勤務先を知事に提出

しなければならない。 
４ 対象医学生は、県内の医療機関における勤務期間が同条第１項第３号

に掲げる期間に達したときは、「勤務証明書」（様式第９号。）により、

知事にその旨を届け出なければならない。 
 

（変更の届出） 
第１５条 交付決定者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、「茨

城県医師教育資金利子補給金変更届出書」（様式第１０号。）により、知

事にその旨を届け出なければならない。 
(1) 金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の内容を変更したと

き。 
(2) 医学生及び交付決定者の住所又は氏名その他交付申請書に記載し

た内容に変更があったとき。 
(3) 対象借入金を繰上償還したとき。 
(4) 金融機関に対する割賦償還金の償還を行わなかったとき。 
 

（利子補給金の実績報告及び請求） 
第１６条 交付決定者は、第６条に掲げる期間においては、毎年４月１日

医療機関に２年間以上勤務すること。 
２ 知事は，第１２条の規定による交付決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）が対象借入金の償還を延納した場合は，償還を行うまで

の間，利子補給金の交付を停止するものとし，償還を行った日の直後の

利子補給金交付日に一括して交付するものとする。ただし，償還すべき

日の属する年度を経過した償還金に係る利子補給金は，交付の対象とし

ないものとする。 
追加 

 

 

 

追加 

 

 

 

（変更の届出） 
第１５条 交付決定者は，次のいずれかに該当するときは，速やかに，「茨

城県医師教育資金利子補給金変更届出書」（様式第８号。）により，知事

にその旨を届け出なければならない。 
(1) 金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の内容を変更したと

き。 
(2) 医学生及び交付決定者の住所又は氏名その他交付申請書に記載し

た内容に変更があったとき。 
(3) 対象借入金を繰上償還したとき。 
(4) 金融機関に対する割賦償還金の償還を行わなかったとき。 
 

（利子補給金の請求及び実績報告） 
第１６条 交付決定者は，毎年４月１日から翌年３月３１日までの間に金



から翌年３月３１日までの間に金融機関に対して支払った利子に係る

利子補給金について、「茨城県医師教育資金利子補給金実績報告兼請求

書」（様式第１１号。以下「実績報告兼請求書」という。）に、金融機関

が発行する「茨城県医師教育資金利子補給金利子支払証明書」（様式第

１２号の１又は様式第１２号の２。）及びその他知事が必要と認める書

類を添えて、翌年３月３１日までに知事に提出しなければならない。 
 
（利子補給金の額の確定及び支払） 
第１７条 知事は、前条の規定により実績報告兼請求書の提出があったと

きは、その内容を審査し、これを適当であると認めるときは、交付すべ

き利子補給金の額を確定し、「茨城県医師教育資金利子補給金確定通知

書」（様式第１３号。以下「確定通知書」という。）により、交付決定者

に通知するものとする。 
２ 知事は、前項の規定により、確定通知書を通知した場合は、当該通知

した日から３０日以内に、当該利子補給金の額を交付決定者に支払うも

のとする。 
 
（交付の打切り又は交付決定の取消及び利子補給金の返還） 
第１８条 知事は、次のいずれかの事由に該当したときは、交付決定者に

対し、利子補給の打切り又は交付決定の取消及び既に交付した利子補給

金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 
(1) 対象借入金を目的以外に使用したとき。 
(2) 金融機関以外の機関へ債務引受されたとき。 
(3) 対象借入金が代位弁済等により弁済されたとき。 
(4) 利子補給の交付申請から利子補給の終了までの間に提出された書

類に虚偽があったとき。 
(5) 他の就労義務を伴う奨学金等（茨城県医師修学資金等を除く。）の

貸与や利子補給金の交付を受けたとき。 

融機関に対して支払った利子に係る利子補給金について，「茨城県医師

教育資金利子補給金請求書兼実績報告書」（様式第９号。以下「請求書

兼実績報告書」という。）に，金融機関が発行する「茨城県医師教育資

金利子補給金利子支払証明書」（様式第１０号の１又は様式第１０号の

２。）及びその他知事が必要と認める書類を添えて，翌年３月末日まで

に知事に提出しなければならない。 
 
（利子補給金の額の確定及び支払） 
第１７条 知事は，前条の規定により請求書兼実績報告書の提出があった

ときは，その内容を審査し，これを適当と認めるときには，交付すべき

利子補給金の額を確定し，交付決定者に対して，「茨城県医師教育資金

利子補給金確定通知書」（様式第１１号。以下「確定通知書」という。）

を通知するものとする。 
２ 知事は，前項の規定により，確定通知書を通知した場合は，当該通知

した日から３０日以内に，当該利子補給金の額を交付決定者に支払うも

のとする。 
 
（交付の打切り又は返還） 
第１８条 知事は，交付決定者が次のいずれかに該当したときは，利子補

給の打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができる。 
(1) 対象借入金を目的以外に使用したとき。 
(2) 金融機関以外の機関へ債務引受されたとき。 
(3) 対象借入金が代位弁済等により弁済されたとき。 
(4) 利子補給の交付申請から利子補給の終了までの間に提出された書

類に虚偽があったとき。 
(5) 他の就労義務を伴う奨学金等（茨城県医師修学資金等を除く。）の

貸与や利子補給金の交付を受けたとき。 



(6) 医学生が、茨城県地域医療支援センターが実施する個別面談等に参

加しなかったとき。ただし、やむを得ない事由により参加することが

困難であると知事が認める場合は、この限りでない。 
(7) 医学生が、医学部卒業後５年以内に県内の医療機関に２年間以上勤

務しなかったとき又は勤務する見込がなくなったと認められるとき。

ただし、医学生が、業務上の事由による死亡又は業務に起因する心身

の故障その他やむを得ないと知事が認める事由により医師の業務に

従事することができなくなった場合は、この限りでない。 
(8) その他、交付決定者又は医学生が、規則及びこの要綱の規定その他

交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 
 
第１９条 省略 
 

付 則 
この要綱は、平成３０年６月２０日から施行する。 
  付 則 
この要綱は、令和元年７月２６日から施行する。 
ただし、平成３１年度に医学部へ進学した者に係る利子補給対象者は、

改正後の要綱第３条第 1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

付 則 
この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

付 則 
この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

付 則 
この要綱は、令和４年８月４日から施行する。 

付 則 
この要綱は、令和４年１０月２１日から施行する。 

付 則 

追加 
  
 
(6) 医学生が，医学部卒業後１０年以内に県内の医療機関に２年間以上

勤務しなかったとき又は勤務する見込がなくなったと認められると

き。 
 
 
追加 

 
 
第１９条 省略 
 

付 則 
この要綱は，平成３０年６月２０日から施行する。 
  付 則 
この要綱は，令和元年７月２６日から施行する。 
ただし，平成３１年度に医学部へ進学した者に係る利子補給対象者は，

改正後の要綱第３条第 1号の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

付 則 
この要綱は，令和２年５月１日から施行する。 

付 則 
この要綱は，令和３年２月１日から施行する。 

付 則 
この要綱は，令和４年８月４日から施行する。 

付 則 
この要綱は，令和４年１０月２１日から施行する。 

付 則 



この要綱は、令和５年４月１３日から施行する。 
付 則 

この要綱は、令和５年８月１８日から施行する。 
ただし、令和５年度以前に交付決定を受けた者は、改正後の要綱第１４

条第１項第３号及び第１８条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

別表１（第３条関係） 

 

区分 対象要件 

 

県内出身

者等 

以下のいずれかに該当すること 

（１）医学生が、県内の高等学校等を卒業

していること 
（２）保護者等が、第１１条第１項の規定

による利子補給の交付申請をする日

において、引き続き３年以上県内に住

所を有している者であること 
 
 
 

その他 

 

「県内出身者等」の区分の対象要件を満た

さず、医学生が、茨城県医師修学資金、茨

城県地域医療医師修学資金、茨城県海外対

象医師修学研修資金のいずれかの貸与を

受けていること 

 

 

 

この要綱は，令和５年４月１３日から施行する。 
追加 

 

 

 

 

別表１（第３条関係） 

 

区分 対象要件 借入対象金融

機関 

県内出身

者等 

以下のいずれにも該当すること 

・医学生が，平成３１年度以降に大学に進

学した者であること 

・医学生が，県内の高等学校等を卒業又は

高等学校卒業程度認定試験に合格して

いること 
・保護者等が，第１１条第１項の規定によ

る利子補給の交付申請をする日におい

て，引き続き１年以上県内に住所を有し

ている者であること 

株式会社常陽

銀行 

株式会社筑波

銀行 

茨城県信用組

合 

水戸信用金庫 

結城信用金庫 

その他 

 

「県内出身者等」の区分の対象要件を満た

さず，以下のいずれにも該当すること 

・医学生が，令和５年度以降に大学に進学

した者であること 

・医学生が，茨城県医師修学資金，茨城県

地域医療医師修学資金，茨城県海外対象

医師修学研修資金のいずれかの貸与を

受けていること 

株式会社常陽

銀行 



 

 

別表２（第７条、第８条、第１１条関係） 

 

 

内容 必要書類 

予約の申

請 

交付予約申請書（様式第１号）※ 

医師教育資金利子補給金の交付条件等の確認について

（様式第１号別紙） 

医学部進学(予定)者及び予約申請者の属する世帯全員

の住民票 

予約申請者が医学部進学(予定)者の配偶者、３親等以内

の血族又は姻族であることを証する書類（予約申請者が

医学部進学(予定)者本人である場合又は医学部進学(予

定)者と同一世帯に属する場合は不要） 

 

 

 

医学部進学(予定)者に係る次のいずれかの書類 

ア 高等学校等を卒業又は修了見込み、若しくは卒業又

は修了したことを証する書類 

イ 高等学校卒業程度認定試験に合格見込みであること

又は合格したことを証する書類 
 
 
 
 

 

別表２（第７条，第８条，第１１条関係） 

 

＜別表１の「県内出身者等」の区分に該当する者＞ 

内容 必要書類 
電子申請 

の場合 

紙申請 

の場合 

予約の申

請 

交付予約申請書（様式第１号） 不要 要 

追加 

 
  

進学(予定)者及び予約申請者

の属する世帯全員の住民票 
要 要 

申請者が進学(予定)者の配偶

者，３親等以内の血族又は姻族

であることを証する書類（ただ

し，予約申請者が進学(予定)者

本人である場合又は進学(予定)

者と同一世帯に属する場合は不

要） 

要 要 

進学(予定)者に係る次のいずれ

かの書類 

ア 県内の高等学校等を卒業又

は修了見込み，若しくは卒業

又は修了したことを証する書

類 

イ 高等学校卒業程度認定試験

に合格見込みであること又は

合格したことを証する書類 

要 要 

提出期限 提出期限延長依頼申請書（様式 不要 要 



提出期限

の延長申

請 

提出期限延長依頼申請書（様式第４号）※ 

予約の取

下げ 

予約申請取下げ申出書（様式第５号）※ 

交付の申

請 

交付申請書（様式第６号）※ 

医師教育資金利子補給金に係る誓約書（様式第６号別

紙） 

金銭消費貸借契約書の写し及び金融機関が発行する返

済予定表等の写し 

 

医学生に係る次のいずれかの書類（ただし、予約申請時

に提出している場合は不要） 

ア 高等学校等を卒業又は修了したことを証する書類 

イ 高等学校卒業程度認定試験には合格したことを証す

る書類 
 

 

医学生の大学の在学証明書 

医学生及び申請者の属する世帯全員の住民票（予約申

請時以降に住所の変更がない場合は添付不要） 

他の奨学金等（茨城県の修学資金貸与制度を除く。）に

係る契約書等の写し（他の奨学金や利子補給金を受給し

ている者以外は添付不要） 

変更の届

け出 

変更届出書（様式第１０号）※ 

補給金の

実績報告

補給金実績報告兼請求書（様式第１１号）※ 

 

の延長申

請 

第４号） 

予約の取

下げ 

予約申請取下げ申出書（様式第

５号） 
不要 要 

交付の申

請 

交付申請書（様式第６号） 不要 要 

追加 

 
  

金銭消費貸借契約書の写し及

び金融機関が発行する返済予

定表等の写し 

要 要 

次のいずれかの書類（ただし，

予約申請時に提出している場合

は不要） 

ア 県内の高等学校等を卒業又

は修了したことを証する書類 

イ 高等学校卒業程度認定試験

には合格したことを証する書類 

要 要 

医学生の大学の在学証明書 要 要 

追加 

 
  

追加 

 

 

  

変更の届

け出 

変更届出書（様式第８号） 
不要 要 

補給金の

請求及び

実績報告 

補給金請求書兼実績報告（様式

第９号） 
不要 要 

利子支払証明書（様式第１０号 要 要 



及び請求 利子支払証明書（様式第１２号の１又は様式第１２号

の２） 

※電子申請の場合は提出不要 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の１又は様式第１０号の２） 

追加 

 

＜別表１の「その他」の区分に該当する者＞ 

内容 必要書類 

電子申

請 

の場合 

紙申請 

の場合 

予約の申

請 

交付予約申請書（様式第１号） 不要 要 

進学(予定)者及び予約申請者の属す

る世帯全員の住民票 
要 要 

申請者が進学(予定)者の配偶者，３親

等以内の血族又は姻族であることを

証する書類（ただし，予約申請者が進

学(予定)者本人である場合又は進学

(予定)者と同一世帯に属する場合は

不要） 

要 要 

次のいずれかの書類（ただし，既に大

学に進学している場合は不要） 

ア 高等学校等を卒業又は修了見込

み，若しくは卒業又は修了したこと

を証する書類 

イ 高等学校卒業程度認定試験に合

格見込みであること又は合格したこ

とを証する書類 

要 要 

提出期限

の延長申

請 

提出期限延長依頼申請書（様式第４

号） 
不要 要 

予約の取 予約申請取下げ申出書（様式第５号） 不要 要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第８条関係） 

  年  月  日  

 茨城県知事     殿 

               〔予約申請者〕 

住    

所 

(郵便番号) 

フリガナ  

下げ 

交付の申

請 

交付申請書（様式第６号） 不要 要 

金銭消費貸借契約書の写し及び金融

機関が発行する返済予定表等の写し 
要 要 

次のいずれかの書類（ただし，予約申

請時に提出している場合または既に

大学に進学している場合は不要） 

ア 高等学校等を卒業又は修了した

ことを証する書類 

イ 高等学校卒業程度認定試験には

合格したことを証する書類 

要 要 

医学生の大学の在学証明書 要 要 

変更の届

け出 

変更届出書（様式第８号） 
不要 要 

補給金の

請求及び

実績報告 

補給金請求書兼実績報告（様式第９

号） 
不要 要 

利子支払証明書（様式第１０号の１又

は様式第１０号の２） 
要 要 

連絡先確認書 要 要 

 

様式第１号（第８条関係） 

  年  月  日  

 茨城県知事     殿 

               〔予約申請者〕 

住    

所 

(郵便番号) 

フリガナ  



氏    

名 
                  

電話番号  

メールア

ドレス 
 

医学部進

学(予定)

者 

との関係 

 

                                                                             

 茨城県医師教育資金利子補給金交付予約申請書 

 

私は、茨城県医師教育資金利子補給金の予約をしたいので、茨城県医師教

育資金利子補給金交付要綱第８条第１項の規定に基づき、関係書類を添え

て申請します。 

 

１ 医学部進学(予定)者の情報 

住所 
(郵便番号) 

生年月日  

フリガ

ナ 

 
電話番号  

氏名  
メールアド

レス 
 

高等学

校等名 
 

進学(予定)

大学名 
 

進学(予定)

年月日 
 

氏    

名 
                  

電話番号  

追加 

 
 

医学部進

学(予定)

者 

との関係 

 

                                                                             

 茨城県医師教育資金利子補給金交付予約申請書 

 

私は，茨城県医師教育資金利子補給金の予約をしたいので，茨城県医師教

育資金利子補給金交付要綱第８条第１項の規定により，関係書類を添えて

申請します。 

 

１ 医学部進学(予定)者の情報 

住所 
(郵便番号) 

生年月日  

フリガ

ナ 

 
電話番号  

氏名  
メールアド

レス 
 

高等学

校等名 
 

進学(予定)

大学名 
 

進学(予定)

年月日 
 



茨城県の修学資金貸与

制度の利用予定 

１ . 無  ２ . 有 （ 制 度

名：              ） 

２ 借入予定金融機関及び借入予定金の内容 

金 融 機 関 名 本店・（       ）支店  

借 入 予 定 金 金             円 

３ 添付書類（提出する書類のチェック欄に「○」を記入してください。） 

※必要な添付書類は、募集要項や交付要綱別表２により確認してくださ

い。 

チェッ

ク欄 

添付書類名 

 医師教育資金利子補給金に係る交付条件等の確認について

（様式第１号別紙） 

 
医学部進学(予定)者及び予約申請者の属する世帯全員の住

民票 

 

予約申請者が医学部進学(予定)者の配偶者、３親等以内の血

族又は姻族であることを証する書類（予約申請者が医学部

進学(予定)者本人である場合又は医学部進学(予定)者と同

一世帯に属する場合は不要） 

 

次のいずれかの書類 

ア 高等学校等を卒業又は修了見込み、もしくは卒業又は修

了したことを証する書類 

イ 高等学校卒業程度認定試験に合格見込みであること又

は合格したことを証する書類 

 

様式第１号 別紙 

 

医師教育資金利子補給金に係る交付条件等の確認につ
いて 

 

茨城県の修学資金貸与

制度の利用予定 

１ . 無  ２ . 有 （ 制 度

名：              ） 

２ 借入予定金融機関及び借入予定金の内容 

金 融 機 関 名 本店・（       ）支店  

借 入 予 定 金 金             円 

３ 添付書類（提出する書類のチェック欄に「○」を記入してください。） 

※必要な添付書類は，募集要項や交付要綱別表２により確認してくださ

い。 

チェッ

ク欄 

添付書類名 

 追加 

 

 
医学部進学(予定)者及び予約申請者の属する世帯全員の住

民票 

 

予約申請者が医学部進学(予定)者の配偶者，３親等以内の血

族又は姻族であることを証する書類 

 

 

 

次のいずれかの書類 

ア 高等学校等を卒業又は修了見込み，もしくは卒業又は修

了したことを証する書類 

イ 高等学校卒業程度認定試験に合格見込みであること又

は合格したことを証する書類 

 

追加 

 

 

 



茨城県医師教育資金利子補給金の交付申請を行うにあたり、以下の交付条

件等を確認しました。 

 
１．医学生は、茨城県地域医療支援センターが実施する個別面談等に参加

すること。 

２．医学生は、医学部卒業後５年以内に県内の医療機関に２年間以上勤務

すること。 

３．以下のいずれかの事由に該当したときは、交付決定者は、知事から命

じられた利子補給の打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しく

は一部の返還に応じること。 

（１）利子補給の対象となる借入金を目的以外に使用したとき。 

（２）金融機関以外の機関へ債務引受されたとき。 

（３）利子補給の対象となる借入金が代位弁済等により弁済されたと

き。 

（４）利子補給の交付申請から利子補給の終了までの間に提出された

書類に虚偽があったとき。 

（５）他の就労義務を伴う奨学金等（茨城県の医師修学資金等を除

く。）の貸与や利子補給金の交付を受けたとき。 

（６）医学生が、茨城県地域医療支援センターが実施する個別面談等

に参加しなかったとき。 

（７）医学生が、医学部卒業後５年以内に県内の医療機関に２年間以

上勤務しなかったとき又は勤務する見込がなくなったと認めら

れるとき。 

４．交付決定者は、医学生の県内の医療機関における勤務期間が上記２の

期間に達するまでは、毎年４月３０日までに、知事が定める様式により、

勤務先及び連絡先を茨城県に提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．交付決定者は、医学生の県内の医療機関における勤務期間が上記２の

期間に達したときは、知事が定める様式により、当該勤務の事実を茨城

県に証明すること。 

６．そのほか、茨城県補助金等交付規則、茨城県医師教育資金利子補給金

交付要綱及び茨城県医師教育資金利子補給金交付決定通知書に記載さ

れている諸事項を遵守すること。 

令和   年   月   日 

利子補給金交付予約申請者 住 所：                          

氏 名：                         

 

様式第２号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

       殿 

茨城県知事        

 

茨城県医師教育資金利子補給金交付予約決定通知書 

 

   年  月  日付けで予約申請のあった茨城県医師教育資金利子

補給金については、茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第９条第２項

の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。 

 なお、同要綱第１１条の規定に基づく交付申請を行うことについては、

下記の対象借入金額を限度に承認します。 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

       殿 

茨城県知事        

 

茨城県医師教育資金利子補給金交付予約決定通知書 

 

   年  月  日付けで予約申請のあった茨城県医師教育資金利子

補給金については，茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第９条の規定

により，下記のとおり決定したので通知します。 

 なお，同要綱第１１条の規定による交付申請を行うことについては，下

記の対象借入金額を限度に承認します。 



 

利子補給金交付予約決定 

交 付 予 約 番 号  

対 象 者 の 区 分  

医学部進学(予定)者氏名  

対象借入金限度額 金                円 

交付申請書提出期限 年    月    日 

（対象者の区分について） 

茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱別表１に掲げる区分のことを
指します。 

（注意事項） 
１ 本予約決定通知書は、金融機関の融資の決定及び利子補給金の交付
を保証するものではありません。 

２ 利子補給金の交付を受けるためには、別途「茨城県医師教育資金利
子補給金交付申請書」（様式第６号）を上記期限内に県に提出し、交
付決定を受ける必要があります。なお、上記期限内に交付申請書を提
出しなかったときは、交付予約決定は自動的に失効となり、当該年度
内に交付申請はできなくなります。ただし、交付予約者から、「茨城
県医師教育資金利子補給金交付申請書提出期限延長依頼申請書」（様
式第４号）の提出があり、やむを得ない事由により期限内に提出する
ことが困難であると知事が認める場合については、この限りではあり
ません。 

３ 利子補給対象者の条件を満たさなくなったときは、「茨城県医師教
育資金交付予約申請取下げ申出書」（様式第５号）により申し出てく
ださい。 

４ 対象借入限度額が２，０００万円を超える交付予約の決定を受けた
後に、茨城県医師修学資金、茨城県地域医療医師修学資金及び茨城県
海外対象医師修学研修資金の貸与を受けることが明らかとなった場
合は、対象借入限度額は２，０００万円となります。 

記 

 

利子補給金交付予約決定 

交 付 予 約 番 号  

対 象 者 の 区 分  

医学部進学(予定)者氏名  

対象借入金限度額 金                円 

交付申請書提出期限 年    月    日 

（対象者の区分について） 

茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱別表１に掲げる区分のことを
指します。 

（注意事項） 
１ 本予約決定通知書は，金融機関の融資の決定及び利子補給金の交付
を保証するものではありません。 

２ 利子補給金の交付を受けるためには，「茨城県医師教育資金利子補
給金交付申請書」（様式第６号）を上記期限内に提出する必要があり
ます。なお，上記期限内に交付申請書を提出しなかったときは，利子
補給金の交付を受ける権利は自動的に失効となり，当該年度内に交付
申請はできなくなりますので，予め御了承ください。ただし，交付予
約者から，「茨城県医師教育資金利子補給金交付申請書提出期限延長
依頼申請書」（様式第４号）の提出があり，やむを得ない事由により
期限内に提出することが困難であると知事が認める者については，こ
の限りではありません。 

３ 利子補給対象者の条件を満たさなくなったときは，「茨城県医師教
育資金交付予約申請取下げ申出書」（様式第５号）により申し出てく
ださい。 

４ 対象借入限度額が２，０００万円を超える交付予約の決定を受けた
後に，茨城県医師修学資金，茨城県地域医療医師修学資金及び茨城県
海外対象医師修学研修資金の貸与を受けることが明らかとなった場



５ 対象となる金融商品の内容については、各金融機関にお問い合わせく

ださい。（金融機関が当該事業の趣旨に沿って用意した商品で、茨城県が

指定した金融商品のみが、本事業の対象となります。契約の際にはよく確

認してください。） 

 

様式第３号（第９条関係） 

    第     号 

年  月  日 

 

       殿 

茨城県知事        

 

 

 

茨城県医師教育資金利子補給金交付予約不決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで予約申請のあった茨城県医師教育資金

利子補給金については、茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第９条第

２項の規定に基づき、下記のとおり不決定としたので通知します。 

 

記 

 

不決定の理由 

 

 

様式第４号（第９条関係） 

合は，対象借入限度額は２，０００万円となります。 

５ 対象となる金融商品の内容については，各金融機関にお問い合わせく

ださい。（金融機関が当該事業の趣旨に沿って用意した商品で，茨城県が

指定した金融商品のみが，本事業の対象となります。契約の際にはよく御

確認ください。） 

 

様式第３号（第９条関係） 

    第     号 

年  月  日 

 

       殿 

茨城県知事        

 

 

 

茨城県医師教育資金利子補給金交付予約不決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで予約申請のあった茨城県医師教育資金

利子補給金については，茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第９条の

規定により，下記のとおり不決定としたので通知します。 

 

記 

 

不決定の理由 

 

 

様式第４号（第９条関係） 



  

年  月  日 

 

 茨城県知事     殿 

 

               〔交付予約者〕 

住    所 
(郵便番号) 

フ リ ガ ナ  

氏    名                   

電 話 番 号  

 

茨城県医師教育資金利子補給金交付申請書提出期限延長依頼申請書 

 

       年  月  日付け医人第   号で交付予約決定のあった

茨城県医師教育資金利子補給金については、下記の理由により交付申請書

の提出期限を延長したいので、茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第

９条第３項の規定に基づき申請します。 

 

１ 交付申請書の提出期限の延長が必要な理由（状況等を詳細に記入して

ください。） 

  

年  月  日 

 

 茨城県知事     殿 

 

               〔交付予約者〕 

住    所 
(郵便番号) 

フ リ ガ ナ  

氏    名                   

電 話 番 号  

 

茨城県医師教育資金利子補給金交付申請書提出期限延長依頼申請書 

 

       年  月  日付け医人第   号で交付予約決定のあった

茨城県医師教育資金利子補給金については，下記の理由により交付申請書

の提出期限を延長したいので，茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第

９条の規定により申請いたします。 

 

１ 交付申請書の提出期限の延長が必要な理由（状況等を詳細に御記入く

ださい。） 



 

 

２ 交付申請書提出見込み時期（※確実に提出する事が可能な日付を記入し

てください。） 

        年     月    日 

 

様式第５号（第１０条関係） 

  

年  月  日 

 

 

 茨城県知事     殿 

 

 

               〔交付予約者〕 

住    所 
(郵便番号) 

 

 

２ 交付申請書提出見込み時期（※確実に提出する事が可能な日付を御記入

ください。） 

        年     月    日 

 

様式第５号（第１０条関係） 

  

年  月  日 

 

 

 茨城県知事     殿 

 

 

               〔交付予約者〕 

住    所 
(郵便番号) 



フ リ ガ ナ  

氏    名                   

電 話 番 号  

 

                                                                     

 茨城県医師教育資金利子補給金交付予約申請取下げ申出書 

 

 

   年  月  日付け  第   号で交付予約決定のあった茨

城県医師教育資金利子補給金については、茨城県医師教育資金利子補給金

交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり利子補給金交付予約申請

を取り下げます。 

 

１ 交付予約番号               

 

２ 取下げ理由 

 

 

様式第６号（第１１条関係） 

  年  月  日 

 茨城県知事     殿 

               〔交付申請者〕 

住    

所 

(郵便番号) 

フ リ ガ

ナ 
 

氏     

フ リ ガ ナ  

氏    名                   

電 話 番 号  

 

                                                                     

 茨城県医師教育資金利子補給金交付予約申請取下げ申出書 

 

 

   年  月  日付け  第   号で交付予約決定のあった茨

城県医師教育資金利子補給金については，茨城県医師教育資金利子補給金

交付要綱第１０条の規定により，下記のとおり利子補給金交付予約申請を

取り下げます。 

 

１ 交付予約番号               

 

２ 取下げ理由 

 

 

様式第６号（第１１条関係） 

  年  月  日 

 茨城県知事     殿 

               〔交付申請者〕 

住    

所 

(郵便番号) 

フ リ ガ

ナ 
 

氏     



名 

電 話 番

号 
 

メ ー ル

ア ド レ

ス 

 

医 学 生

と の 関

係 

 

交 付 予

約番号 
 

                                                                             

茨城県医師教育資金利子補給金交付申請書 

 

私は、茨城県医師教育資金利子補給金を受けたいので、茨城県医師教育資

金利子補給金交付要綱第１１条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて

申請します。 

１ 対象医学生の情報 

住所 
(郵便番号) 

生年月日  

フリガ

ナ 

 
電話番号  

氏名  メールアドレス  

大学名  出身高等学校等  

他の奨学金等や利子

補給金受給の有無 

※該当する番号を

「○」で囲んでくださ

１ . 無  ２ . 有 （ 制 度

名：               ） 

名 

電 話 番

号 
 

追加 

 

 

 

医 学 生

と の 関

係 

 

交 付 予

約番号 
(交付予約者のみ) 

                                                                             

茨城県医師教育資金利子補給金交付申請書 

 

私は，茨城県医師教育資金利子補給金を受けたいので，茨城県医師教育資

金利子補給金交付要綱第１１条第１項の規定により，関係書類を添えて申

請します。 

１ 医学生の情報 

住所 
(郵便番号) 

生年月日  

フリガ

ナ 

 
電話番号  

氏名  メールアドレス  

大学名  出身高等学校等  

他の奨学金等や利子

補給金受給の有無 

※該当する番号を

「○」で囲んでくださ

１ . 無  ２ . 有 （ 制 度

名：               ） 



い。 

２ 融資内容 

金 融 機

関名 
本店・（       ）支店  

約 定 借

入金 

金           

円 

約 定 年

利率 
％（保証料率を含む。） 

第 １ 回

利 子 支

払年月 

年   月 
返 済 期

間 

   年  月 ～ 

     年  月 

３ 添付書類（提出する書類のチェック欄に「○」を記入してください。） 

※必要な添付書類は、募集要項や交付要綱別表２により確認してくださ

い。 

チェッ

ク欄 

添付書類名 チェッ

ク欄 

添付書類名 

 様式第６号別紙「医師教育資金利子補給金に係る誓約書」 

 金銭消費貸借契約書の写し及び返済予定表等の写し 

 

次のいずれかの書類（予約申請時に提出している場合等は添

付不要） 

ア 高等学校等を卒業又は修了したことを証する書類 

イ 高等学校卒業程度認定試験には合格したことを証する

書類 

 医学生の大学の在学証明書 

 
医学部進学(予定)者及び申請者の属する世帯全員の住民票

（予約申請時以降に住所の変更がない場合は添付不要） 

 

他の奨学金等（茨城県の修学資金貸与制度を除く。）に係る

契約書等の写し（他の奨学金や利子補給金を受給している者

以外は添付不要） 

い。 

２ 融資内容 

金 融 機

関名 
本店・（       ）支店  

約 定 借

入金 

金           

円 

約 定 年

利率 
％（保証料率を含む。） 

第 １ 回

利 子 支

払年月 

年   月 
返 済 期

間 

   年  月 ～ 

     年  月 

３ 添付書類（提出する書類のチェック欄に「○」を記入してください。） 

※必要な添付書類は，募集要項や交付要綱別表２により確認してくださ

い。 

チェッ

ク欄 

添付書類名 チェッ

ク欄 

添付書類名 

 追加   

 金銭消費貸借契約書の写し及び返済予定表等の写し 

 

次のいずれかの書類（予約申請時に提出している場合等は添

付不要） 

ア 高等学校等を卒業又は修了したことを証する書類 

イ 高等学校卒業程度認定試験には合格したことを証する

書類 

 医学生の大学の在学証明書 

 追加 

 

他の奨学金等や利子補給金（茨城県の修学資金貸与制度を除

く。）に係る契約書等の写し及び就労義務等が記載されてい

る書類（他の奨学金や利子補給金を受給している者以外は添



  

削除 

 

 

 

様式第６号 別紙 

 

医師教育資金利子補給金に係る誓約書 

 

茨城県医師教育資金利子補給金の交付を受けるにあたり、以下項目を誓約

します。 

 
１．利子補給の対象となる借入金が医学部進学に要する費用の支払に充当

される医学生（以下「対象医学生」という。）は、茨城県地域医療支援

センターが実施する個別面談等に参加すること。 

２．対象医学生は、医学部卒業後５年以内に県内の医療機関に２年間以上

勤務すること。 

３．以下のいずれかに該当したことにより、知事から命じられた利子補給

の打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還に応

じること。 

（１）利子補給の対象となる借入金を目的以外に使用したとき。 

（２）金融機関以外の機関へ債務引受されたとき。 

（３）利子補給の対象となる借入金が代位弁済等により弁済されたと

き。 

（４）利子補給の交付申請から利子補給の終了までの間に提出された

書類に虚偽があったとき。 

（５）他の就労義務を伴う奨学金等（茨城県の医師修学資金等を除

付不要） 

 
様式第６号別紙「医師教育資金利子補給金の交付条件等の確

認について」 

 

 

様式第６号 別紙 

 

医師教育資金利子補給金の交付条件等の確認について 

 

 

利子補給金の交付条件等に係る以下の内容について確認のうえ，□にチェ

ックをいれてください。 

また，以下の内容を確認のうえ，自書により署名してください。 

 

 

【利子補給金の交付条件について(交付要綱第 14条)】 

利子補給金の交付を受けるためには，以下の条件を満たす必要がありま

す。 

 

□（１）「茨城県補助金等交付規則」及び「茨城県医師教育資金利子補給

金交付要綱」の規定に従うこと。 

□（２）利子補給の対象となる医学生は，茨城県地域医療支援センター

が実施する個別面談等に参加すること。 

□（３）利子補給の対象となる医学生は，医学部卒業後１０年以内に県

内の医療機関に２年間以上勤務すること。 

 

【利子補給の打切り又は返還の要件について（交付要綱第 18 条）】 

以下に該当した場合は，利子補給を打切ることとし，既に交付した利

子補給金の全部若しくは一部を返還する必要があります。 



く。）の貸与や利子補給金の交付を受けたとき。 

（６）対象医学生が、茨城県地域医療支援センターが実施する個別面

談等に参加しなかったとき。 

（７）対象医学生が、医学部卒業後５年以内に県内の医療機関に２年

間以上勤務しなかったとき又は勤務する見込がなくなったと認

められるとき。 

４．交付決定者は、対象医学生の県内の医療機関における勤務期間が上記

２の期間に達するまでは、毎年４月３０日までに、知事が定める様式に

より、勤務先及び連絡先を茨城県に提出すること。 

５．対象医学生は、県内の医療機関における勤務期間が上記２の期間に達

したときは、知事が定める様式により、当該勤務の事実を茨城県に証明

すること。 

６．その他、「茨城県補助金等交付規則」、「茨城県医師教育資金利子補給

金交付要綱」及び「茨城県医師教育資金利子補給金交付決定通知書」に

記載されている諸事項を遵守すること。 

令和   年   月   日 

利子補給金交付申請者 住 所：                          

氏 名：                          

対象医学生   住 所：                          

氏 名：                         

 

 

□（１）利子補給の対象となる借入金を目的以外に使用したとき。 

□（２）金融機関以外の機関へ債務引受されたとき。 

□（３）利子補給の対象となる借入金が代位弁済等により弁済されたと

き。 

□（４）利子補給の交付申請から利子補給の終了までの間に提出された書類

に虚偽があったとき。 

□（５）他の就労義務を伴う奨学金等（茨城県医師修学資金等を除く。）

の貸与や利子補給金の交付を受けたとき。 

□（６）利子補給の対象となる医学生が，医学部卒業後１０年以内に県

内の医療機関に２年間以上勤務しなかったとき又は勤務する見

込がなくなったと認められるとき。 

 

 

上記の全ての内容について確認のうえ，医師教育資金利子補給金の交付を

申請いたします。 

 
令和   年   月   日  

 
 

交付申請者氏名                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第７号（第１２条関係） 

     第     号 

  年  月  日 

 

 

       殿 

 

 

茨城県知事        

 

茨城県医師教育資金利子補給金交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった茨城県医師教育資金利子補給

金については、茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第１２条の規定に

基づき、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 利子補給金交付決定 

対 象 者 の 区 分  

医 学 生 氏 名  

 

 

様式第７号（第１２条関係） 

    第     号 

  年  月  日 

 

 

       殿 

 

 

茨城県知事 

 

茨城県医師教育資金利子補給金交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった茨城県医師教育資金利子補給

金については，茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第１２条の規定に

より，下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 利子補給金交付決定 

対 象 者 の 区 分  

医 学 生 氏 名  



利子補給対象借入金 金                円 

利子補給対象期間 年  月 から      年  月 まで 

利 子 補 給 金 の 額 

茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第

５条に規定する利子補給率を乗じて得た額

とする。 

利子補給金交付条件 
茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第

１４条の規定による。 

 

２ この交付決定の内容又は交付条件に不服がある場合において、申請を

取り下げられる期限は、 

   年  月  日までとします。 

 

（対象者の区分について） 

茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱別表１に掲げる区分のこと

を指します。 

（注意事項） 

 交付申請の内容に変更が生じた場合は、「茨城県医師教育資金利子補給

金変更届出書」（様式第１０号）により届け出てください。 

 

様式第８号（第１４条関係） 

  年   月   日 

 

〔交付決定者〕 

住    所 
(郵便番号) 

フ リ ガ ナ  

氏    名  

利子補給対象借入金 金                円 

利子補給対象期間 年  月 から      年  月 まで 

利 子 補 給 金 の 額 

茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第

５条に規定する利子補給率を乗じて得た額

とする。 

利子補給金交付条件 
茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第

１４条の規定による。 

 

２ この交付決定の内容又は交付条件に不服がある場合において，申請を

取り下げられる期限は， 

   年  月  日までとします。 

 

（対象者の区分について） 

茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱別表１に掲げる区分のこと

を指します。 

（注意事項） 

 交付申請の内容に変更が生じた場合は，「茨城県医師教育資金利子補給

金変更届出書」（様式第８号）により届け出てください。 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 



電 話 番 号  

メールアドレス  

 

連絡先等確認書 

 

  年  月  日付け  第   号で交付決定のあった茨城県医師

教育資金利子補給金について、茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱第

１４条第３項の規定に基づき、下記の通り提出します。 

記 

１ 医学生（※１）の連絡先について 

フリガナ  

氏 名  

住 所 
〒 

電話番号  

メールアド

レス 
 

 

２ 医学生（※１）の勤務先について（在学中の場合は記入不要） 

勤務先名  

勤務部署  

勤務先所在地 

〒 

勤務先電話番

号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



備  考 

（※２） 

 

※１ 利子補給の対象となる借入金がその医学部進学に要する費用に充

当された者を指し、既に卒業している者を含む。 

※２ 既に医学部を卒業したが、医療機関での勤務を開始していない場合

は、その理由を記載してください。 

 

様式第９号（第１４条関係） 

年   月   日 

〔交付決定者〕 

住    所 
(郵便番号) 

フ リ ガ ナ  

氏    名  

電 話 番 号  

 

勤務証明書 

 

年  月  日付け  第   号で交付決定のあった茨城県医

師教育資金利子補給金について、茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱

第１４条第４項の規定に基づき、下記の通り届け出ます。 

記 
 
医学生 ※ 

（勤務者） 
氏 名  

勤務医療機

関 
所在地 

〒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



電話番号  

名 称  

勤務期間    年  月  日から   年  月  日まで 

備 考 

 

※利子補給の対象となる借入金がその医学部進学に要する費用に充当さ

れた者を指し、既に卒業している者を含む。 

 

茨城県知事     殿 

 

上記のとおり勤務したことを証明します。 

 

  年   月   日 

 

医療機関名 

 

代表者氏名       印 

 

 

 

様式第１０号（第１５条関係） 

  

年  月  日 

 

 茨城県知事     殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号（第１５条関係） 

  

年  月  日 

 

 茨城県知事     殿 



 

               〔交付決定者〕 

住    所 
(郵便番号) 

フ リ ガ ナ  

氏    名                   

電 話 番 号  

 

茨城県医師教育資金利子補給金変更届出書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定のあった茨城県医

師教育資金利子補給金の内容を次のとおり変更したので、茨城県医師教育

資金利子補給金交付要綱第１５条の規定に基づき、関係書類を添えて届け

出ます。 

 

１ 変更の内容 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 変更があった事項のみ記入してください。 

  ２ 変更の内容については、変更前及び変更後の欄にその内容が対比

できるように記入してください。 

 

 

               〔交付決定者〕 

住    所 
(郵便番号) 

フ リ ガ ナ  

氏    名                   

電 話 番 号  

 

茨城県医師教育資金利子補給金変更届出書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定のあった茨城県医

師教育資金利子補給金の内容を次のとおり変更したので，関係書類を添え

て届け出ます。 

 

 

１ 変更の内容 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 変更があった事項のみ記入してください。 

  ２ 変更の内容については，変更前及び変更後の欄にその内容が対比

できるように記入してください。 

 



２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

様式第１１号（第１６条関係） 

  

年  月  日  

 茨城県知事     殿 

               〔交付決定者〕 

住    所 
(郵便番号) 

フ リ ガ ナ  

氏    名                   

電 話 番 号  

 

茨城県医師教育資金利子補給金実績報告書兼請求書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定のあった茨城県医

師教育資金利子補給金について、茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱

第１６条の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。 

 

 

 

利子補給の対象借入金（全体） 金            円 

利子補給の対象期間（全体）    年  月 ～   年  月 

年間利子支払額（今回請求額） 金            円 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

様式第９号（第１６条関係） 

  

年  月  日  

 茨城県知事     殿 

               〔交付決定者〕 

住    所 
(郵便番号) 

フ リ ガ ナ  

氏    名                   

電 話 番 号  

 

茨城県医師教育資金利子補給金請求書兼実績報告書 

 

   年度分の茨城県医師教育資金利子補給金を交付されるよう，茨城県

補助金等交付規則（昭和３６年茨城県規則第６７号）及び茨城県医師教育

資金利子補給金交付要綱第１６条の規定により，関係書類を添えて申請し

ます。 

 

交付決定年月日・文書番号   年  月  日  第   号 

利子補給の対象借入金（全体） 金            円 

利子補給の対象期間（全体）    年  月 ～   年  月 

年間利子支払額（今回請求額） 金            円 



利子支払期間（今回請求期間）    年  月 ～   年  月 

（注）４月１日から３月３１日までの間に金融機関に対して支払った利子

額（延滞利息及び損害遅延金の額を含まない）を記入してください。 

 

 

【添付書類】（提出する書類のチェック欄に「○」を記入してください。） 

チェック

欄 
添付書類名 

 
金融機関が発行する「茨城県医師教育資金利子補給金利子

支払証明書」（様式第１２号の１又は第１２号の２） 

 

【振 込 先】 

金融機関名 本店 ・（       ）支店 

口 座 種 別 １ 普通預金口座   ２ 当座預金口座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 

 

様式第１２号の１（第１６条関係） 

 

 

茨城県医師教育資金利子補給金利子支払証明書 

 

 

フ リ ガ ナ  

利子支払期間（今回請求期間）    年  月 ～   年  月 

（注）４月１日から３月３１日までの間に金融機関に対して支払った利子

額を記入し，延滞利息及び損害遅延金の額を含まない額を記入してく

ださい。 

 

【添付書類】（提出する書類のチェック欄に「○」を記入してください。） 

チェック

欄 
添付書類名 

 
金融機関が発行する「茨城県医師教育資金利子補給金利子

支払証明書」 

 

【振 込 先】 

金融機関名 本店 ・（       ）支店 

口 座 種 別 １ 普通預金口座   ２ 当座預金口座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 

 

様式第１０号の１（第１６条関係） 

 

 

茨城県医師教育資金利子補給金利子支払証明書 

 

 

フ リ ガ ナ  



借 入 者 氏 名  

借 入 者 住 所  

借 入 年 月 日   年  月  日 

借入金額（全体） 金         

円 

借入期間（全体）   年  月 ～   

年  月 

取 扱 番 号  

 

 上記の者の   年４月から   年３月までの返済状況は、以下のと

おりです。 

 

【 返 済 状 況 】                               

（単位：円） 

月 元金償還額 利子支払額 合 計 備 考 

 ４月     

 ５月     

 ６月     

 ７月     

 ８月     

 ９月     

１０月     

１１月     

１２月     

 １月     

 ２月     

 ３月     

合計     

借 入 者 氏 名  

借 入 者 住 所  

借 入 年 月 日   年  月  日 

借入金額（全体） 金         

円 

借入期間（全体）   年  月 ～   

年  月 

取 扱 番 号  

 

 上記の者の   年４月から   年３月までの返済状況は，以下のと

おりです。 

 

【 返 済 状 況 】                               

（単位：円） 

月 元金償還額 利子支払額 合 計 備 考 

 ４月     

 ５月     

 ６月     

 ７月     

 ８月     

 ９月     

１０月     

１１月     

１２月     

 １月     

 ２月     

 ３月     

合計     



（注）利子支払額には、延滞利息及び延滞損害金の額を含まない額を記入

してください。 

 

   年  月  日 

 

 茨城県知事     殿 

 

                金融機関名       印 

 

 

様式第１２号の２（第１６条関係） 

 

 

茨城県医師教育資金利子補給金利子支払証明書 

 

 

フ リ ガ ナ  

借 入 者 氏 名  

借 入 者 住 所  

借 入 年 月 日   年  月  日 

借入金額（全体） 金         

円 

借入期間（全体）   年  月 ～   

年  月 

取 扱 番 号  

 

 上記の者の   年４月から   ３月までの利子支払額は、以下のと

おりです。 

（注）利子支払額には，延滞利息及び延滞損害金の額を含まない額を記入

してください。 

 

   年  月  日 

 

 茨城県知事     殿 

 

                金融機関名       印 

 

 

様式第１０号の２（第１６条関係） 

 

 

茨城県医師教育資金利子補給金利子支払証明書 

 

 

フ リ ガ ナ  

借 入 者 氏 名  

借 入 者 住 所  

借 入 年 月 日   年  月  日 

借入金額（全体） 金         

円 

借入期間（全体）   年  月 ～   

年  月 

取 扱 番 号  

 

 上記の者の   年４月から   ３月までの利子支払額は，以下のと

おりです。 



 

 

利子支払額                  円 

 

（注）利子支払額には、延滞利息及び損害遅延金の額を含まない額を記入

してください。 

 

 

   年  月  日 

 

 

 茨城県知事       殿 

 

 

            金融機関名            印 

 

 

 

様式第１３号（第１７条関係） 

   第     号 

  年  月  日 

 

        殿 

 

                           茨城県知事       

 

茨城県医師教育資金利子補給金確定通知書 

 

 

 

利子支払額                  円 

 

（注）利子支払額には，延滞利息及び損害遅延金の額を含まない額を記入

してください。 

 

 

   年  月  日 

 

 

 茨城県知事       殿 

 

 

            金融機関名            印 

 

 

 

様式第１１号（第１７条関係） 

   第     号 

  年  月  日 

 

        殿 

 

                           茨城県知事       

 

茨城県医師教育資金利子補給金確定通知書 

 



 

   年  月  日付けで実績報告兼請求のあった   年度分の茨

城県医師教育資金利子補給金については、茨城県医師教育資金利子補給金

交付要綱第１７条第１項の規定に基づき、下記のとおり利子補給金の額を

確定したので通知します。 

 

記 

 

利子補給金の確定額    金          円 

 

 

 

   年  月  日付けで請求兼実績報告のあった   年度分の茨

城県医師教育資金利子補給金については，茨城県補助金等交付規則（昭和

３６年茨城県規則第６７号）第１４条の規定茨に基づき，下記のとおり利

子補給金の額を確定したので通知します。 

 

記 

 

利子補給金の確定額    金          円 

 

 

 


